
平
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三
年

十
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月
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日

受
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答

弁

第

九

号 
   

衆
議
院
議
員
常
松
裕
志
君
提
出
核
燃
料
物
質
輸
送
と
そ
の
輸
送
事
故
の
防
災
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
一
第
九
号 

平
成
三
年
十
一
月
一
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
常
松
裕
志
君
提
出
核
燃
料
物
質
輸
送
と
そ
の
輸
送
事
故
の
防
災
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

道
路
上
及
び
ふ
頭
内
で
自
動
車
に
よ
り
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
加
工
事
業 

 

者
及
び
原
子
炉
設
置
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
原
子
炉
設
置
者
等
」
と
い

う
。
）
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十 

六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
、
運
輸
省
令
（
運
搬
す
る
物

に
つ
い
て
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
令
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置 

 

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
船
舶
に
よ
り
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
運
搬
す
る
場
合
に 

 

あ
っ
て
は
、
荷
送
人
及
び
船
長
は
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、 

 
 



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号

。
以
下
「
危
規
則
」
と
い
う
。
）
で

定

め

る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
運
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ウ
ラ
ン 

の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
が
運
搬
さ
れ
る
場
合
に
は
、
加
工
事
業
者
は
、
原 

子
炉
等
規
制
法
第
五
十
九
条
の
三
第
二
項
に
よ
り
、
運
搬
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
に 

つ
い
て
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め
の
締
結
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る 

運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
確
認
の
申
請
書
を
受
理
し
た
時
点
で
、
当
該
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
運 

搬
を
承
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
確
認
を
し
た
場
合
に
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
七
十
一
条
第
十
項
に
よ
り
、 

関
係
大
臣
に
当
該
確
認
を
し
た
旨
を
遅
滞
な
く
通
報
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
特
定
港
（
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
の
特
定
港
を
い
う
。
）
に
お
い

四 

 



て
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
積
込
、
積
替
又
は
荷
卸
（
以
下
「
荷
役
」
と
い
う
。
）
を
す
る
に
は
、
船
舶
は
、

港

則

法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
よ
り
、
港
長
（
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第

一
項
に
基
づ
き
海
上
保
安
官
の
中
か
ら
海
上
保
安
庁
長
官
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
港
長
は
、
当
該
許
可
の
申
請
を
受
理
し
た
時 

点
で
、
当
該
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
運
搬
を
承
知
す
る
こ
と
と
な
る
。 

ま
た
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
原
子
炉
設
置
者
等
の
所
持
す
る
天
然
六 

 

ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
態
を
発 

 

見
し
た
者
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
四
条
第
二
項
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官 

 
 

な
お
、
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、 

原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
三
条
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

五 

 



一
の
3
及
び
4
に
つ
い
て 

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
自
動
車
、
船
舶
等
に
火
災
が
起
こ
り
、
又 

 

は
、
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
四
条
第
一 

項
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則 

（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
危
険
時
措
置
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
項
及
び
事
業
所
外
運
搬

規
則
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

陸
上
に
お
い
て
自
動
車
に
よ
り
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
核
燃
料
物
質
で
あ
っ
て
運 

輸
省
令
で
定
め
る
も
の
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
使
用
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
及
び
再
処
理
事 

業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
原

子

炉

等

規

制

法

第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
に
よ
り
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
表
示
ラ
ベ
ル
等
の
標
識
、
積
載
方
法
そ
の
他
の
運
搬
に
関 

 
 

 
 

 

六 

 



一
の
5
に
つ
い
て 

天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
原
子
炉
等
規
制
法 

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
、
原
子
炉
設
置
者
等
が
運
輸
省
令
（
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
置
に
つ
い 

て
は
、
総
理
府
令
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
輸
送
物
の
表
示
ラ
ベ
ル
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
や
輸
送
方
法
の
安
全
確
認
に 

つ
い
て
は
運
搬
時
に
原
子
炉
設
置
者
等
自
ら
が
行
う
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。 

す
る
措
置
が
運
輸
省
令
（
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
令
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
運
搬
時
に
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

陸
上
に
お
い
て
自
動
車
に
よ
り
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
等
に
よ
り

輸
送
車
両
の
総
重
量
等
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
こ
と
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規 

 

七 

 



一
の
7
に
つ
い
て 

一
の
6
に
つ
い
て 

天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
運
搬
中
に
事
故
で
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
が
漏
れ
た
場
合
に
は
、
原
子
炉
設
置
者 

等
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
三
条
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
原
子
炉
設
置
者
、
加
工
事
業
者
等
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
七
条 

則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
。
以
下
「
車
両
運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
等
に
よ
り
、
原
子
炉

設
置
者
等
は
運
搬
に
際
し
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
総
重
量
が
重 

量
制
限
に
反
す
る
こ
と
が
な
い
旨
の
確
認
は
運
搬
時
に
原
子
炉
設
置
者
等
自
ら
が
行
う
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い 

 

る
。 天

然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
の
み
の
た
め
に
、
車
両
が
道
路
を
通
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

届
出
等
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
な
い
。 

八 

 



三
の
1
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

等
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
等
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ 

れ
て
い
る
。 

コ
ン
テ
ナ
輸
送
に
係
る
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
特

殊
車
両
の
通
行
許
可
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
通
行
許
可
申
請
書
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
収
納
物
に
つ
い
て
は 

明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
コ
ン
テ
ナ
と
の
み
記
載
さ
れ
る
た
め
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
そ
れ
が
天
然
六
ふ
っ
化 

ウ
ラ
ン
の
輸
送
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、 

御
指
摘
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
通
行
条
件
、
条
件
書
の
記
載
内
容
、
許
可
申
請
書
提
出
の
有
無
、
運
搬
す
る
車 

両
の
諸
元
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
荷
揚
げ
に
際
し
て
、
海
上
保
安
官
は
原
則
と
し
て
立
ち
会
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

九 

 



三
の
3
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

核
燃
料
物
質
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
一
の

1
及
び

2
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン

に
つ
い
て
の
規
制
等
に
加
え
、
ふ
頭
内
で
自
動
車
に
よ
り
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
核 

燃
料
物
質
で
あ
っ
て
運
輸
省
令
又
は
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
等
を
運
搬
す
る
と
き
に
は
、
使
用
者
等
は
、
原 

子
炉
等
規
制
法
第
五
十
九
条
の
二
に
よ
り
、
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
運
輸
省
令
（
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措 

置
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
令
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
科
学
技
術
庁
長
官
又
は 

運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
当
該
運
搬
を
す
る
旨
を
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け 

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
。 

核
分
裂
性
物
質
等
の
荷
役
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
港
則
法
上
の
荷
役
の
許
可
に
当
た
っ
て
、
荷
役
が
安
全 

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
荷
役
が
行
わ
れ
る
岸
壁
を
限
定
す
る
と
と
も
に
原
則
と
し
て
夜
間
の
荷
役
を
禁
止
し
て 

 
 

 

一
〇 

 



三
の
4
に
つ
い
て 

(四) 

荷
役
中
、
核
分
裂
性
輸
送
物
等
が
落
下
し
、
放
射
線
の
漏
え
い
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
港
長
が
中
止

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
等
に
は
、
直
ち
に
荷
役
を
中
止
す
る
こ
と
。 

(三) 

荷
役
中
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
港
長
に
通
報
す
る
こ
と
。 

(二) 

荷
役
が
行
わ
れ
る
場
所
の
付
近
で
は
、
火
気
の
取
扱
い
を
厳
禁
す
る
こ
と
。 

(一) 

荷
役
が
行
わ
れ
る
場
所
の
付
近
で
は
、
関
係
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

「
緊
急
搬
出
」
と
は
、
荷
役
に
従
事
す
る
業
者
間
で
通
俗
的
に
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
に
つ
い

て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
用
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
核
燃
料
物
質
等
が
陸
揚
げ
後
直
ち
に
輸 

 

ま
た
、
核
燃
料
物
質
を
含
め
、
危
険
物
の
荷
役
を
す
る
場
合
に
は
、
船
長
又
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者 

 

は
、
危
規
則
第
五
条
の
四
に
よ
り
、
こ
れ
に
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

い
る
。
さ
ら
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
等
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
一 

 



三
の
5
に
つ
い
て 

ま
た
、
一
の

1
及
び
2
に
つ
い
て
並
び
に
一
の
7
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
発
見
者
等
は
、
警

察
官
、
海
上
保
安
官
、
消
防
吏
員
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
等
に
通
報
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
四
条
に
よ
り
、
使
用
者
等
は
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に 

よ
り
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
に
は
、
応
急
の
措
置
を 

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣 

 

は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
使
用
者
等
に
命
ず
る 

 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

送
さ
れ
る
た
め
、
東
京
都
火
災
予
防
条
例
第
五
十
九
条
に
基
づ
く
届
出
を
要
す
る
貯
蔵
・
取
扱
い
に
該
当
し
な 

い
場
合
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

一
二 

 



四
の
1
に
つ
い
て 

三
の
6
に
つ
い
て 

な
お
、
核
燃
料
物
質
の
荷
役
に
係
る
港
則
法
上
の
許
可
に
際
し
て
は
、
荷
役
中
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に 

は
直
ち
に
港
長
に
通
報
す
る
よ
う
船
長
に
対
し
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第 

百
三
十
六
号
。
以
下
「
海
防
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
等
を
そ
の

業
務
と
し
て
お
り
、
危
険
物
や
核
燃
料
物
質
に
よ
る
化
学
災
害
の
場
合
に
も
、
油
若
し
く
は
有
害
液
体
物
質
等 

核
燃
料
物
質
が
ふ
頭
内
に
あ
る
と
き
に
は
、
使
用
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
又
は
再
処
理
事
業
者 

に
輸
送
本
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
荷
役
中
及
び
ふ
頭
内
で
の
事
故
の
通
報
等
を
受
け
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
警
察
、
海
上
保
安
部 

署
及
び
消
防
機
関
並
び
に
関
係
省
庁
が
相
互
に
密
接
な
連
絡
を
取
り
つ
つ
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。 

一
三 

 



四
の
2
及
び
3
に
つ
い
て 

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
物

質
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
一
条
の
二
の
二
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放

射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
放
射
線
障
害
防
止
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
条
の
二
に
よ
り
、
人
命
又
は
船
舶
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
場
合
等
を
除
き
海

洋
投
棄
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

の
排
出
又
は
海
上
火
災
の
発
生
に
対
応
す
る
た
め
、
船
舶
所
有
者
の
委
託
等
を
受
け
て
出
動
す
る
こ
と
が
で
き 

る
。 ま

た
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
核
燃
料
物
質
を
含
め
、
危
険
物
に
つ
い
て
は
、
危
規
則
第
五
条
の
九
第
二
項 

に
よ
り
、
船
長
が
、
人
命
、
船
舶
又
は
他
の
貨
物
に
対
す
る
危
害
を
避
け
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き 

は
、
当
該
危
険
物
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

一
四 

 



万
一
、
船
舶
の
事
故
に
よ
り
核
燃
料
物
質
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下

「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
災
害
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
は
、
原
子

炉
等
規
制
法
第
六
十
四
条
又
は
放
射
線
障
害
防
止
法
第
三
十
三
条
に
基
づ
き
、
使
用
者
等
又
は
放
射
線
障
害
防 

止
法
上
の
使
用
者
等
は
、
危
険
時
措
置
規
則
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け 

る
措
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
汚
染
の
広
が
り

の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ 

う
し
た
災
害
等
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
緊
急
を
要
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
又 

は
運
輸
大
臣
は
使
用
者
等
又
は
放
射
線
障
害
防
止
法
上
の
使
用
者
等
に
対
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
所
在
場
所
の 

さ
ら
に
、
危
険
物
が
海
防
法
上
の
油
、
有
害
液
体
物
質
等
又
は
廃
棄
物
（
放
射
性
物
質
を
除
く
。
）
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
同
法
第
四
条
、
第
九
条
の
二
又
は
第
十
条
に
よ
り
、
船
舶
の
安
全
を
確
保
し
、
又
は
人
命
を
救 

助
す
る
場
合
等
を
除
き
、
当
該
危
険
物
を
船
舶
か
ら
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

一
五 

 



五
の
1
か
ら
5
ま
で
に
つ
い
て 

変
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
害
等
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が 

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

「
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
連
絡
会
」
は
、
法
令
上
特
に
明
文
の
根
拠
規
定
は
な
い
が
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
に

関
す
る
安
全
対
策
等
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
間
に
お
け
る
密
接
な
連
絡
等
を
行
う
た
め
、
関
係
省
庁
の
協
議
に 

基
づ
き
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
放
射
性
物
質
輸
送
の
事
故
時
安
全
対
策
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
は
、

法
令
上
特
に
明
文
の
根
拠
規
定
は
な
い
が
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
事
故
時
の
安
全
対
策
に
関
し
て
一
層
の
整
備 

充
実
を
図
る
た
め
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
二
十
四
日
の
「
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
連
絡
会
」
に
お
い
て
関
係
省
庁

が
申
し
合
わ
せ
た
事
項
で
あ
る
。 

運
輸
省
に
あ
っ
て
は
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
核
燃 

料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
使
用
者
等
に
対
し
命
ず
る
等
の
措
置 

 
 

一
六 

 



五
の
6
及
び
7
に
つ
い
て 

「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
特
に
明
文
の
根
拠
規
定
は
な
い
が
、
「
放
射
性

物
質
輸
送
の
事
故
時
安
全
対
策
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
事
故
に
際
し 

 

て
、
関
係
省
庁
間
の
密
接
な
連
絡
調
整
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
又
は
関
係
省
庁
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に 

は
、
速
や
か
に
「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

を
、
海
上
保
安
庁
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
通
報
等
を
受
け
た
場
合
に
、
事
故 

の
状
況
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
故
の
状
況
に
応
じ
て
、
現
場
海
域
へ
の
立
入
制
限
、
人
命
救
助
等
に
関 

す
る
必
要
な
措
置
を
、
関
係
省
庁
と
速
や
か
に
連
絡
調
整
を
行
い
つ
つ
採
る
こ
と
が
「
放
射
性
物
質
輸
送
の
事 

故
時
安
全
対
策
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
昭
和
六
十
年
八
月
十
二
日
の
日
本
航
空
一
二

三
便
の
事
故
の
と
き
の
み
開
催
さ
れ
て
い
る
。 

一
七 

 



五
の
8
及
び
9
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
事
故
は
昭
和
六
十
年
八
月
十
二
日
の
夕
刻
に
発
生
し
た
が
、
翌
十
三
日
未
明
に
開
催
さ
れ
た
「
放 

射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
に
お
い
て
関
係
省
庁
は
、
現
地
調
査
の
た
め
に
警
察
庁
及
び
運
輸
省
の
職
員 

 

を
現
地
に
派
遣
す
る
こ
と
並
び
に
社
団
法
人
日
本
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
協
会
の
職
員
に
も
そ
の
参
加
を
要
請
す
る
こ 

と
を
決
め
、
こ
れ
ら
の
者
は
同
日
中
に
現
地
入
り
し
、
十
四
日
の
朝
か
ら
事
故
現
場
に
お
い
て
調
査
を
開
始
し 

た
。 同

会
議
に
お
い
て
関
係
省
庁
は
、
同
便
に
積
載
さ
れ
て
い
た
放
射
性
輸
送
物
の
数
量
等
を
把
握
し
、
現
地
捜 

索
機
関
に
対
し
て
注
意
事
項
を
連
絡
す
る
こ
と
、
現
地
調
査
を
行
う
た
め
に
関
係
省
庁
の
職
員
を
現
地
に
派
遣 

す
る
こ
と
及
び
社
団
法
人
日
本
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
協
会
等
の
職
員
に
も
そ
の
参
加
を
要
請
す
る
こ
と
を
決
定
す
る 

と
と
も
に
、
最
終
的
な
現
地
調
査
に
よ
る
放
射
線
の
測
定
の
結
果
の
確
認
等
を
行
っ
た
。 

さ
ら
に
、
そ
の
後
、
同
会
議
に
お
け
る
決
定
に
よ
り
科
学
技
術
庁
及
び
日
本
航
空
株
式
会
社
等
の
職
員
が
現 

一
八 

 



五
の
10
及
び
11
に
つ
い
て 

六
の
1
及
び
2
に
つ
い
て 

車
両
運
搬
規
則
第
二
十
二
条
に
基
づ
く
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
運
搬
に
関
す
る
実
績
、
原
子
炉
等
規
制
法 

第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
の
確
認
を
受
け
た
実
績
、
運
搬
の
実
施
体
制
等
を
審
査
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
現
在 

の
と
こ
ろ
、
当
該
指
定
に
係
る
申
請
を
受
理
し
た
こ
と
は
な
い
。 

昭
和
六
十
年
八
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
「
放
射
性
物
質
輸
送
事
故
対
策
会
議
」
に
お
い
て
関
係
省
庁
は
、
日

本
航
空
一
二
三
便
に
積
載
さ
れ
て
い
た
放
射
性
輸
送
物
は
長
時
間
身
体
に
密
着
保
持
さ
せ
な
い
限
り
人
体
へ
の 

障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
事
故
発
生
か
ら
四
箇
月
後
に
開
催
さ
れ
た
同
会
議 

に
お
い
て
関
係
省
庁
は
、
最
終
的
な
現
地
調
査
に
よ
る
放
射
線
の
測
定
の
結
果
を
受
け
、
人
体
へ
の
障
害
を
及 

ぼ
す
お
そ
れ
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。 

地
調
査
に
参
加
し
た
。 

一
九 

 



 

二
〇 

六
の
3
及
び
4
に
つ
い
て 

平
成
三
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
翌
二
十
七
日
ま
で
の
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
輸
送
に
関
し
て
は
、
「
放
射 

性
物
質
安
全
輸
送
連
絡
会
」
等
を
通
じ
、
関
係
省
庁
間
で
安
全
対
策
の
確
認
等
を
行
っ
た
。 

次
回
以
降
の
天
然
六
ふ
っ
化
ウ
ラ
ン
の
輸
送
に
関
し
て
も
、
必
要
に
応
じ
「
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
連
絡
会
」

等
を
通
じ
、
関
係
省
庁
間
で
安
全
対
策
の
確
認
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 




